
資料２ ヒアリング一覧④（８月２３日）

番号 部局名 課名等
整理
番号

事務事業名 時　　　間 備　考

1

生涯学習部

社会教育課 45 - 11 地区公民館活動事業 １４：００～１４：１５
坂井主査
（８８９）

2 青少年課 47 - 6
(青少年指導支援事業)　不登校等対
策事業

１４：１５～１４：３０
渡辺主査
（６０７）

3 図書館 50 - 2 図書館読書サービス事業 １４：３０～１４：４５
山田主査
（短５９４）

4 水道部 水道施設課 32 - 1 水道第５期拡張事業 １４：４５～１５：００
池野主査
（８７６）

5

保健福祉部 福祉課

19 - 1
（生きがい福祉事業）　福祉バス運
行事業

１５：００～１５：１５
住田主査
（６６５）

6 19 - 6
（地域生活支援事業）　コミュニケー
ション支援事業

１５：１５～１５：３０

向島主査
（８１２）

7 19 - 7
（地域生活支援事業）　社会生活支
援事業

１５：３０～１５：４５

kaikaku02
テキストボックス
＊番号６（19-6）および番号７（19-7）は第6回外部評価委員会でヒアリングを行うこととした。

kaikaku02
テキストボックス

kaikaku02
ノート
kaikaku02 : Marked



電話

（第 4 章）

（第 3 節）

（第　 4

地区公民館事業参加者合計

【指標の定義（算式等）】

900

活動指標① 大曲公民館事業参加者数

活動指標② 西の里地区生涯学習振興会

活動指標③ 西部地区生涯学習振興会

成果指標
（目的の達成
度を測るもの

さし）

 　各地区に生涯学習推進ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰを配置し、地区の生涯学習振興を図ると共に、公民
館を身近な学習の場として、趣味講座、生活課題講座、教養講座、家庭教育事業、スポー
ツ教室の開催や、関係団体等の活動成果の発表機会の提供に努めた。
　また、西部地区においては生涯学習振興会を設立し、公民館事業を拡大し地域づくり・
コミュニティ活性化を図るため、地区公民館事業費の移行がなされた。

総事業費/事業参加人数

人

円

人

3,995

889309

【指標の定義（算式等）】

成果指標①

成果指標②

2,350 2,350

3,995

900

直接事業費

③１人当り年間平均人件費

④＝②×③ 2,7002,700 1,800

19年度（予算） 20年度（予定）18年度（決算）

（単位：千円）【事業費の推移】

２　実　施　（ドゥ）

　総　事　業　費 ①＋④ 10,622 10,484

区　　　　分

人 　件 　費
（概算）

道支出金

①合　計

②人　数（年間）

【事務事業を評価する指標（ものさし）】

指　標　名
17年度

指　　　　　標　　　　　値

18年度単位 20年度（目標）19年度（目標）

357

0.20

9,000

1,800

9,386

0.20

9,000

9,386

500500

人

人

950755 933 950

245

7,586

1,309 2,179

活動指標
（事務事業の
活動量や実

績）

8,115 4,812

17年度（決算）

0.30 0.30

7,922 7,784

69

7,536

7,586

9,000 9,000

一般財源

63

7,7157,859

その他特財

国支出金

50

地方債

　平成19年度事務事業評価調書（継続用）　　　　 北広島市

公民館活動の充実

上位施策との関連
（総合計画での位
置付け）

　各地区に生涯学習推進ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰを配置し、地区の生涯学習振興を図ると共に、地区生
涯学習振興会への積極的な支援を行う。
　また、西の里地区においては生涯学習振興会を設立し、事業費を移行する。他地区に
おいてはより身近な学習機会の充実を図っていくと共に、今後振興会設立に向けた協議
を行う。

施策）

章

別紙１

Ｓ50

整理番号 45-11 作成部署 生涯学習部　社会教育課地区公民館活動事業事務事業名 内線889

課長職名事務区分

豊かな心と個性ある文化をはぐくむまち

部長職名■自治事務　　□法定受託事務　 川幡　博行

　事務事業開始年度

　〃 終了予定年度

可児正樹 平成１9年6月

7,536

地区住民（特に地域在住の市民）

身近な学習機会の拠点や学習成果の発表の場など、市民の主体的な学習活動を支援
し、生涯学習の推進を図ることを目的とする。

50

作成日

社会教育

根拠法令等

１　計　画　（プラン）

社会教育法により事業実施

　手　　　段
(ここから活動
指標を導きま
す）

　目　　　的
(ここから成果
指標を導きま
す）

対　　象
(誰､又は何を)

　　 意　　図
（何をねらっているの
か｡対象をどのような
状態にしたいのか）

節
施策

18
年
度
ま
で

19
年
度

市が行った
（行う）事務事
業の具体的
な実施内容
（※団体補助
等の場合は
その補助金
による団体の
活動内容を
記載）
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□

■

□

□

□拡大重点化
□現状継続
□見直し
□統合
□休・廃止
□終了

選択理由、説明等
評
点

チェック項目

民間等での実施または市民等との協働の可能性はない。

　　　□有　　　　　■無法律で実施が義務付けられている事務事業か

2

３　評　価　（チェック）

公
平
性

整理番号 45-11

3

・投入した予算や人員に見合った効果が得られているか
（費用対効果の度合）
・効率的な方法で実施しているか（同じ経費でもっと効率
的な方法はないか）

妥
当
性

3

4

有
効
性

効
率
性

・市民や社会の要求に合致しているか。
・上位施策を達成するために必要な事務事業か（目的妥
当性の度合）
・行政が関与しなければならない事務事業か(公共性・公
益性の度合）

・成果指標値から見て、目標の達成度はどの程度か（達
成度合）
・目的を達成するための手段（実施方法）は有効か（手段
有効度合）

４　総合判定と今後の方向性（アクション）

[※参考]

前年度の
２次評価

　判　　　　定

見直し

今後の方向性

今後の方向性（課題と解決方法等）

　一次評価のとおり。
　地区ごとに成果指標を検討すること。
　地域住民による主体的な事業となるようサポートすること。

□現状継続
□見直し

　各地区における、身近な学習機会の提供や学習活動
の支援は、上位施策を達成するうえで必要な事務事業
である。

　地区公民館から地区生涯学習振興会への移行に伴
い、成果指標においても、地区公民館及び地区生涯学
習振興会事業をもって評価した。上位施策を達成する
ための手段として有効である。

民間活力の
活用性評価
（事業担当部
局が評価）

民間等での実施または市民等との協働が可能である。

民間等で実施または協働して取り組むべきである。

現在一部民間等で実施している。または市民等と協働して実施している。

　予算や人員に見合った効果は、生涯学習振興会への
移行に伴い、効果は得られている。

・受益者負担は適正か
・当該事業による利益が、特定の個人や団体に偏ってい
ないか。

　行財政改革の一環として、受益者負担の見直しを図
る。

評点区分 　４　適切（十分）　　３　概ね適切（十分）　　２　改善の余地がある　　１　不適切（不十分）　　－　該当なし

今後の方向性

【外部評価】

【２次評価】

外部評価委
員会の総合

判定

□休・廃止
□終了

□統合
□休・廃止

【１次評価】

□拡大重点化
□現状継続
■見直し

事務事業担当部局の
総合判定

□終了

□拡大重点化

□統合

今後の方向性

行財政構造改革推進
本部の総合判定

　地区生涯学習振興会への移行にともない、地区公民
館活動事業の持ち方について見直しを行う。
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１　担当課がとらえている課題、
　　事業の内容や成果等を表すデータなど

事務事業名 担当課

２　市民要望など

　平成19年度外部評価に係る事業説明資料　　　　 北広島市

整理番号 45-11 地区公民館活動事業 社会教育課

　各地区公民館（大曲・西の里・西部）が各地区生涯学習振興会への移行中（現在、西部・西の里。Ｈ
２０大曲予定）であり、地区公民館費の持ち方の見直しが必要。尚、各地区での学びの場の提供や身
近な生涯学習活動の支援を行うため、生涯学習推進アドバイザーの配置に努めている。
　このような状況の中、「超高齢化社会の到来」という時代背景を考えた場合、中央集権的学習の機
会や場の提供という考え方から、市民の身近な生活の場における学習機会や場の提供が必要となっ
てきます。
　これまでは、地区公民館組織を核とした地域での学習活動が行われてきたが、市民ニーズの変化、
多様化や高度化といったものの他、地域コミュニティづくり、まちづくりといった観点も必要となり、公民
館活動というフレームの中だけでは対応できないことが想定されるため、「生涯学習振興会」の設立を
目指し、幅広い市民活動の受け皿づくりを進めています。

　生涯学習振興会（別紙資料１）

　
　地区公民館事業は、より身近な学びの場の提供として、市民に求められている。（別紙資料２）
　また、地区公民館事業から生涯学習振興会への移行は、市民の学びの場を市民が主体的に提供
する体制の整備となり、公民館事業を拡大し、地域づくりやコミュニティの活性化を目指す。

　特に地区公民館活動についての質疑はないが、関連し生涯学習振興会組織づくりについて、その組
織体制や予算組み、更に、具体的事業の推進についての質疑がある。

３　議会での質疑応答など



５　事業に関する国・道の動き

江別

千歳

恵庭

■実　 施

□未実施

恵庭市においては、島松公民館が地区公民館として、学びの場を提供している。
■実　 施

□未実施

■実　 施

□未実施

■実　 施

□未実施

■実　 施

□未実施
札幌

江別市においては、野幌公民館・大麻公民館・江別公民館の３館として、３館とも施設管
理・事業提供については指定管理により運営されている。

千歳市においては、本館機能として千歳市公民館の他、地区館１１館あるが、地区館は
貸し館のみとなっている。また、次年度から本館は施設管理・事業提供については指定
管理を行う。

札幌市においては、月寒公民館が地区公民館として、学びの場を提供している。

４　他市との比較

石狩市においては、本館機能として石狩市公民館の他、地区館３館あるが、地区館につ
いては貸し館対応のみとなっており、今後、閉館を検討している。

　社会教育法の改正により、公民館運営審議会の必置制が撤廃された。また、公民館を含む公共施
設の管理運営に指定管理者制度が導入されるなど、市民活動の拠点である公共施設の運営が変化
している。

　地区公民館事業の内容等は随時、新聞・広報で報道されている。

□実　 施

□未実施

石狩

６　新聞等での報道



資料１ 

地区生涯学習振興会の取り組みについて 

１．はじめに 

 

  これまで、公民館は、市民の皆さんの身近な学びの場として、公民館運営委員会を

組織し、芸術、文化、スポーツなどさまざまな学習活動をおこなってきました。 

 

    しかし、現在、家庭や子ども達の問題、少子化や高齢化の問題、地域が抱えるいろ

いろな問題などがありますが、いずれの問題も基本となるのは「地域」（地域コミュニ

ティ）であると考えます。 

 

   このためには、まず、学習活動や地域活動の拠点をより皆さんの身近な生活圏（地域）

に移し、地域の皆さんの学習要求や地域の課題などに幅広く､柔軟に対応する新たな組

織づくりが必要であると考えます。 

   

２．生涯学習振興会とは 

  

「生涯学習振興会」は、今までの学習活動などに止まらず、地域が取組んでいるさ

まざまな活動や課題について、相互に連携（調整）を図り、地域のみなさん一人ひと

りが主体的に参画し、地域づくり､人づくりを進める組織となります。 

 

そこで、「生涯学習振興会」は、地区公民館運営委員会を発展的に解消し、新たに、

連合町内会や地域の安全、子どもたちの健全育成など、地域づくりに関わる団体を加

え構成され、公民館活動では拾え切れなかった市民活動なども視野に事業をおこなう

ものです。尚、運営体制については、地域の実情にあった組織体制となります。 

 

生涯学習振興会概念図  
 

    【明日を担う人づくり】  

  ◎学び（公民館・社会教育活動） 

◎ 人材育成 ◎青少年健全育成 

              これまでの公民館活動や人材育成に伴う、地域の人 

材の発掘・活用事業及び子どもたちの体験事業。 

     

 【活力ある地域づくり】                【結び合うコミュニティ】 

◎自治会活動との連携                ◎市民交流活動の促進 

◎各種委員会・団体活動との連携            ◎生涯活躍の意識啓発 

◎各種ボランティア活動との連携            ◎地域の教育力の向上 

各種団体との協働による事業の実施や、             地域のｲﾍﾞﾝﾄ等によるｺﾐｭﾆﾃｨ活性化 

団体の活性化事業との連動。                  につながる事業（例：祭り･世代間交流 等） 

 

              【身近な施設の運営管理】 

 ◎自主運営・自主管理 

  

  （地域の状況により将来的に検討） 



資料２ 

平成 18 年度 北広島市 公民館事業報告 

［大曲公民館］                           933 名 

講  座  等  

  事  業  名 期  日 回数 参加者 講  師 延べ人数

庭木の手入れ 4／26  1  11 名 更科 廣  

コヒーを美味しくおとす 4／27  1  12 名 伊藤 仁   

ガーデニング講座 4／28  1  20 名 白石 弘一  

生花と茶の湯教室 5/13.27.6/10.24   4  21 名 工藤 和代 51 名 

観相学そのコツのコツ 5／25・6／1  2  14 名 大西 象允  28 名 

自彊術そのコツ教室 5／26.6／2.9.16  4  14 名 玉置百合子  56 名 

郷土理解講演会 5/31  1 23 名 中村 英重    

ガーデニング講座Ⅱ 6／4  1  15 名 山貫 重夫   

フラダンスそのコツのコツ 6/14  1  13 名 池田美智子  

4 団体合同研修会視察 6/19   1  37 名 浦臼・滝川方面 

市民ガイド講座 

「緑と水と風と」 

6／23 

 

 1  32 名

  

池田 真一 

三熊 秀範 

 

こども囲碁 7／8.15.22  3  25 名 佐藤 節子  75 名 

郷土化石 7／15  1  12 名 畠  誠   

切り絵・折り紙講座 7／15.22.28  3   9 名 三浦 幹男  27 名 

少年森林教室 7/28   1   14 名 道森林管理局   

ピールを美味しくいただくコツ 8/9   1   名 アサヒビール企画総務部 

七宝焼教室 8/23.30.9/6.13   4 10 名 佐藤 敦子  40 名 

お茶を美味しくいただく会 10/15  1 名 工藤 和代  

手打ちそばコツのコツ 11/15.22.29.12/6  4  名 そば同好会  名 

着物着付け教室 2/16.23.3/2.9  4  名 佐藤 イミ  名 

ワラ細工講座 1/6.7.8  3  名 山崎恵美子  名 

郷土歴史講座・冬季 2/1・2/8  2 名 三浦 幹男   名 

文化講演会「健康とマジック」 12/2  1  名 中原喜也 

子ども幼児子育て 11/17   1   名 吉田 正男 

ステンドグラス 12/9   1   名 黒滝 英男 

文化祭 10／14．15  2 2,075

名 

展示・舞台発表 

２日間開催  

 

普 及 事 業  

  事  業  名 期  日 参加者 内   容 

ゴロッケー大会 6／11    39 名 大会役員 10 名・合計 49 名 

ソフトボール大会 8／27  名 12 チーム参加選手名 



 

［西の里 公民館］                           357 名 

講  座  等  

  事  業  名 期  日 回数 参加者 講  師 その他 

レクビクス教室 5／12・19  2 延23名 石塚 明 体育館 

だれにでもできるご先

祖の探し方 

5／13  1  12 名 岸本 良信 会館 

ガーデニング基礎講座 5／21  1  15 名 白石 弘一 会館 

水中運動教室 6／23  1  13 名 大郷むつ子 プール 

科学工作教室 7／29  1  11 名 長南 満 会館 

医療講座 8／4  1 9 名 井上 勝一 会館 

第２回科学工作教室 8／19  1  13 名 長南 満 会館 

幼児おもちゃ教室 9／7  1  32 名 杉本 英樹 会館 

悪質な騙しの手口と対策 10／1  1 名 厚別警察署 会館 

運営委員サークル活動

者研修会 

10／7  1 21 名 小樽市  

中高年のための健康教室 10／27  1 名  体育館 

 3／26  1  名  会館 

 2／12・19・26  3 名  

歩くスキー講座 2／6  1 名 野幌原始林 

 

普 及 事 業  

  事  業  名 期  日 参加者 内   容 

自然に親しむ集い 6／11     20 名 トド山入口～登満別園地 

オープンパークゴルフ大会 7／29   42 名 虹ヶ丘・もみじ台緑地南コース 

室内パークゴルフ 11/ ～4/   名 西の里体育館 

室内パークゴルフ大会 2／17   名 西の里体育館 

 



電話

（第 4 章）

（第 2 節）

（第　 4

①

②

③

①

②

5.ひきこもり児童生徒への訪問指導 11.いじめ危機管理マニュアル(学校編)の作成

6.三市適応指導教室交流・情報交換会

3.保護者懇談会（個人懇談含む） 9.教育相談(通級生徒とその保護者)

4.学校訪問（校長、担任等との相談及び情報交換） 10.ＮＰＯ法人に対する一部業務委託

1.教科指導 7.講演会の開催（保護者、学校関係者を対象）

2.体験学習（農園、社会見学、調理実習等） 8.各種指導員研修会への参加

50.0

41不登校児童生徒数

通級率

31

％

人

成果指標
（目的の達成
度を測るもの

さし）

【指標の定義（算式等）】

通級児童生徒数／不登校児童生徒
数

【指標の定義（算式等）】

30

50.0

30

③１人当り年間平均人件費

④＝②×③ 6,4806,480 5,850

2,700

その他特財

19年度（予算） 20年度（予定）18年度（決算）

（単位：千円）【事業費の推移】

２　実　施　（ドゥ）

　総　事　業　費 ①＋④ 13,656 17,209

区　　　　分

人 　件 　費
（概算）

道支出金

①合　計

②人　数（年間）

【事務事業を評価する指標（ものさし）】

指　標　名
17年度

指　　　　　標　　　　　値

18年度単位 20年度（目標）19年度（目標）

200

12 11

0.65

9,000

5,850

17,016

0.65

9,000

17,016

指導日数

通級児童生徒数 1515

日

人

200200 202

11,166

活動指標
（事務事業の
活動量や実

績）

38.7 26.8

9,000 9,000

17年度（決算）

4,808

0.72 0.72

7,176 10,729

直接事業費

5,9214,476 6,358

11,166

地方債

一般財源

国支出金

4,808

　平成19年度事務事業評価調書（継続用）　　　　 北広島市

　児童・生徒の健全育成

上位施策との関連
（総合計画での位
置付け）

　これまでの不登校対策に加え、新たに「問題を抱える子ども等の自立支援事業」として
怠学、非行型の不登校児童生徒に対する支援について調査研究を行う。
　また、いじめと不登校は密接に関係していることから、生徒指導上の諸問題の対策と合
わせ、いじめ問題に対する各種対策を実施する。

施策）

章

別紙１

H7年度

整理番号 47-6 作成部署 生涯学習部青少年課
（青少年指導支援事業）

不登校等対策事業
事務事業名 内線607

課長職名事務区分

　豊かな心と個性ある文化を育むまち

部長職名■自治事務　　□法定受託事務　 川幡博行

　事務事業開始年度

　〃 終了予定年度

畑野和雄 平成１9年6月

6,358

  市内のひきこもりや不登校児童生徒及びその保護者

　ひきこもりや不登校児童生徒の学校復帰、社会的自立の支援をすると共に、関係機関と
連携して未然防止対策に取り組む。

4,808

作成日

　学校教育

根拠法令等

１　計　画　（プラン）

　手　　　段
(ここから活動
指標を導きま
す）

　目　　　的
(ここから成果
指標を導きま
す）

対　　象
(誰､又は何を)

　　 意　　図
（何をねらっているの
か｡対象をどのような
状態にしたいのか）

節
施策

１8
年
度
ま
で

19
年
度

市が行った
（行う）事務事
業の具体的
な実施内容
（※団体補助
等の場合は
その補助金
による団体の
活動内容を
記載）
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□

□

□

■

□拡大重点化
□現状継続
□見直し
□統合
□休・廃止
□終了

民間等での実施または市民等との協働の可能性はない。

　　　□有　　　　　■無法律で実施が義務付けられている事務事業か

3

選択理由、説明等
評
点

チェック項目

・成果指標値から見て、目標の達成度はどの程度か（達
成度合）
・目的を達成するための手段（実施方法）は有効か（手段
有効度合）

３　評　価　（チェック）

公
平
性

整理番号 47-6

4

・投入した予算や人員に見合った効果が得られているか
（費用対効果の度合）
・効率的な方法で実施しているか（同じ経費でもっと効率
的な方法はないか）

妥
当
性

4

4

有
効
性

効
率
性

・市民や社会の要求に合致しているか。
・上位施策を達成するために必要な事務事業か（目的妥
当性の度合）
・行政が関与しなければならない事務事業か(公共性・公
益性の度合）

４　総合判定と今後の方向性（アクション）

[※参考]

前年度の
２次評価

　判　　　　定

現状継続

今後の方向性

今後の方向性（課題と解決方法等）

　学校及び関係機関との連携を強め、効果的な支援を行う。
　また、そのための体制整備について検討する。

□現状継続
□見直し

　義務教育を基本とした適応指導であり、市が実施する
事業である。
　不登校児童生徒の学校復帰を目的とした適応指導事
業は、教育の受ける権利・義務・就学支援の視点からも
適切である。

　適応指導教室指導員が対応できない補完的な学習
や体験活動などは､民生児童委員、学生ボランティア、
ＮＰＯ会員などの協力を得て実施している。また、他と
の連携により、専門知識を有する人材から指導助言を
受け、効果的な適応指導が図られた。

民間活力の
活用性評価
（事業担当部
局が評価）

民間等での実施または市民等との協働が可能である。

民間等で実施または協働して取り組むべきである。

現在一部民間等で実施している。または市民等と協働して実施している。

　不登校児童生徒に関する適応指導教育は、個人の性
格･資質に伴う人間教育にかかわることから、指導員を
配置しながら個別に指導しており効率的である。関係機
関との連携を図ることで、訪問指導等が効果的に実施
された。

・受益者負担は適正か
・当該事業による利益が、特定の個人や団体に偏ってい
ないか。

　通常の児童生徒自身に関わる諸経費については、受
益者負担している。

評点区分 　４　適切（十分）　　３　概ね適切（十分）　　２　改善の余地がある　　１　不適切（不十分）　　－　該当なし

今後の方向性

【外部評価】

【２次評価】

外部評価委
員会の総合

判定

□休・廃止
□終了

□統合
□休・廃止

【１次評価】

□拡大重点化
■現状継続
□見直し

事務事業担当部局の
総合判定

□終了

□拡大重点化

□統合

今後の方向性

行財政構造改革推進
本部の総合判定

　適応指導教室「みらい塾」は、学校及び関係機関と連
携し不登校対策の拠点として横断的に機能し、学校復
帰、社会的自立を目指すと共に、保護者を含めた継続
的支援を行い、成果を上げている。
　しかし、多様化複雑化する不登校の要因に対し、専門
的立場からの適切な判定や助言・指導が求められてお
り、今後は、専門的知識を有する人材の配置やニーズ
に応じられる体制整備が必要である。
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　平成19年度外部評価に係る事業説明資料　　　　 北広島市

整理番号 47-6 事務事業名 生涯学習部青少年課

○適応指導教室「みらい塾」の定着について＜井上議員＞
　不登校対策については、学校と連携し、学校訪問及び家庭訪問などを実施、十分に話し合いを行
い、その児童生徒に即した適切な指導とひとつとして「みらい塾」への入級を決定している。そのよう
な状況から、「みらい塾」が着実に定着してきているものと考えている。

○不登校児童生徒に対するＩＴ等を活用した在宅学習支援策の検討について＜井上議員＞
　活用することも必要と考えるが、不登校の要因判断が最優先されるべきと考えており、その上でど
のような在宅支援が適当か、専門家の指導の下に判断しながら、選択し対応して行く。

○子どもサポートセンターへのカウンセラー（臨床心理士）の配置＜樫見議員＞
　専門職員の配置は最終的な理想と考えるが、専門的な資格を取得するには厳しい条件があるが、
期待に沿えるよう人材養成に取組んで行く。

○ＳＳＮ整備事業（道委託事業）に伴う相談員（臨床心理士）の継続配置について＜樫見議員＞
　不登校対策、問題行動の対策など専門的知識を有して臨床心理士の必要性は認識しており、常駐
体制を目指し、北海道教育委員会に対し強く要望して行く。

３　議会での質疑応答など

２　市民要望など

　不登校はどの児童生徒にも起こり得ることとは言え、当該児童生徒においては他に知られることは
控えなければならない。このことからも多くの場合は、市民が広く知る状況下にはなく、「市民の声」や
「市政懇談会」等で触れられることはない。

担当課（青少年指導支援事業）不登校等対策事業

１　担当課がとらえている課題、
　　事業の内容や成果等を表すデータなど

　学校と家庭、関係機関の連携を重点として、早期解決を図る情報連携の在り方を追究するととも
に、適応指導教室において在籍校の教員による教科指導を展開し、不登校児童生徒への学習支援
を行ったり、ＮＰＯ法人と協働して訪問指導を行ったりして、不登校児童生徒の個別の状況に応じた
効果的な支援の在り方について、道の調査研究委託事業を活用し、一定の成果をあげてきた。
　近年の不登校や問題行動は、その要因や背景が複雑化・多様化し、家庭環境に要因があることも
少なくない状況であることから、とりわけ「遊び・非行型」の不登校児童生徒や学校内外で深刻な問題
行動を起こす児童生徒、「引きこもり」の不登校児童生徒に対しては、より一層関係機関との連携を強
化しながら、早期から家庭への支援を含めた指導・支援を充実することが必要となっている。
　こうしたことから、学校と関係機関とのネットワークを整備し、欠席し始めた児童生徒や問題行動の
予兆が見られる児童生徒に対して、早期に臨床心理士による専門的な教育相談や訪問指導等の支
援を行い、当該児童生徒及びその保護者への支援を行う体制を構築することが課題である。



石狩

　不登校対策については、これまで不登校児童生徒の対応として、効果的な適応指導の調査研究が
進められ、平成15年度から平成18年度まで事後的支援を中心に関係機関とのネットワークの構築・
連携を図るスクーリング・サポート・ネットワーク（ＳＳＮ）整備事業委託があり、今年度からは新たに未
然防止や早期発見・早期対応を図るための「問題を抱える子ども等の自立支援事業」が実施されまし
た。
　この事業は、不登校、暴力行為、いじめ、児童虐待、高校中退の５つの課題について、未然防止、
早期発見、早期対応等の効果的な取組に関する調査研究を実施することであり、当市においても実
施決定を受けております。

６　新聞等での報道

５　事業に関する国・道の動き

４　他市との比較

江別

千歳

恵庭

■実　 施

□未実施

石狩市適応指導教室「ふらっとくらぶ」 ： 平成13年4月16日開設
　・指導体制 ： アドバイザー２名・就学相談員１名・ボランティア２名
　・受益者負担 ： 体験活動等に伴う諸経費のみ実費負担

□実　 施

□未実施

■実　 施

□未実施

札幌
相談指導学級 ： 市内４ヶ所
　・指導体制 ： 各学級に現職教員２名と嘱託職員３名
　・受益者負担 ： 学校と同様に自習費等諸経費について徴収

スポットケア事業 ： 毎週火曜日9:30～11：30（年間30日)
　・不登校児童生徒への学習指導を中心とした適応指導（指導員１名）
ケア事業 ： 年間９回体験活動を通した適応指導（指導員２名）
受益者負担としてケア事業の体験活動に要する実費のみ

千歳市学校適応指導教室「おあしす」 ： 平成9年6月2日開設
　・指導体制 ： 指導員４名で交代制で３名勤務
　・受益者負担 ： 体験活動等に伴う諸経費のみ実費負担

恵庭市適応指導教室「ふれあいルーム」 ： 平成11年6月1日開設
　・指導体制 ： 専任指導員１名・指導員２名
　・受益者負担 ： 体験活動等に伴う諸経費のみ実費負担

■実　 施

□未実施

■実　 施

□未実施

■実　 施

□未実施



電話

（第 4 章）

（第 3 節）

（第　 5

①

②

③

①

②

　手　　　段
(ここから活動
指標を導きま
す）

　目　　　的
(ここから成果
指標を導きま
す）

対　　象
(誰､又は何を)

　　 意　　図
（何をねらっている
のか｡対象をどのよう
な状態にしたいの
か）

節
施策

18
年
度
ま
で

19
年
度

市が行った
（行う）事務事
業の具体的
な実施内容
（※団体補助
等の場合は
その補助金
による団体の
活動内容を
記載）

根拠法令等

１　計　画　（プラン）

図書館法、北広島市地域交流センター条例、同施行規則

図書館・中央公民館図書室（Ｈ１３まで）・団地住民センター図書室・西の里公民館図書
室・大曲会館図書室（Ｈ１７まで）・大曲分館・農民研修センター図書室（Ｈ１７まで）・西部
小分室・移動図書館車で、H18まで249,629冊を収集・整理・保存し、H10～H18までに
4,049,262冊を貸出。

平成19年6月

23,000

市民及び図書館利用登録者

北広島市図書館資料充実プランに基づき、図書、記録、郷土資料、視聴覚資料、その他
必要な資料や情報を収集、整理、保存し、利用に供することにより、市民に情報と交流
の場を提供し、豊かな地域社会の形成に寄与する。

作成日

社会教育

373-7667

課長職名事務区分

豊かな心と個性ある文化をはぐくむまち

部長職名■自治事務　　□法定受託事務　 川幡博行

　事務事業開始年度

　〃 終了予定年度

新谷良文

整理番号 50-2 作成部署 生涯学習部図書館図書館読書サービス事業事務事業名

　平成19年度事務事業評価調書（継続用）　　　　 北広島市

読書活動の充実

上位施策との関
連（総合計画での
位置付け）

全体で15,000冊の資料の増加、年間530,000冊の貸出を見込む。
19年度は利用者の登録更新を行い、利用者実数を把握し、第3次実施計画に向けた
サービスの精度向上に努める。

施策）

章

別紙１

Ｈ１０

直接事業費

21,24553,955 21,897

21,897

地方債

一般財源

国支出金

9,000 9,000

17年度（決算）

4.50 4.50

53,955 21,245 23,000

活動指標
（事務事業の
活動量や実

績）

40 43

市内利用登録者

年間増加冊数

8

15,00015,000

人

冊

23,00024,530 26,517 21,500

12,171 14,833

2.00

9,000

18,000

48,897

3.00

9,000

41,000

【事務事業を評価する指標（ものさし）】

指　標　名
17年度

指　　　　　標　　　　　値

18年度単位 20年度（目標）19年度（目標）

　総　事　業　費 ①＋④ 94,455 61,745

区　　　　分

人 　件 　費
（概算）

道支出金

①合　計

②人　数（年間）

19年度（予算） 20年度（予定）18年度（決算）

（単位：千円）【事業費の推移】

２　実　施　（ドゥ）

③１人当り年間平均人件費

④＝②×③ 40,50040,500 27,000

その他特財

530,000

9

37

530,000

9冊

成果指標
（目的の達成
度を測るもの

さし）

【指標の定義（算式等）】

市内登録者÷平成18年度末人口
×100

【指標の定義（算式等）】

人口一人当たり年間貸出冊数

年間貸出冊数÷平成18年度末人口

9

35

531,959貸出冊数

登録率

478,381

％

冊

4



□

□

□

■

□拡大重点化
□現状継続
□見直し
□統合
□休・廃止
□終了

□終了

□拡大重点化

□統合

今後の方向性

行財政構造改革推進
本部の総合判定

生涯学習活動をより一層活性化できるように、委託に
よる民間事業者や地域のボランティア等の民間活力を
得て充実を図る。また、課題の残る団地・西の里地区
の学習拠点整備を検討してゆく。

【１次評価】

■拡大重点化
□現状継続
□見直し

事務事業担当部局の
総合判定

　４　適切（十分）　　３　概ね適切（十分）　　２　改善の余地がある　　１　不適切（不十分）　　－　該当なし

今後の方向性

【外部評価】

【２次評価】

外部評価委
員会の総合

判定

□休・廃止
□終了

□統合
□休・廃止

生涯学習に対する市民の要望は大きく、それの一翼を
担う図書館の読書サービスは必要な業務である。

貸出冊数、利用者登録率の推移を見ても、定着してお
り、１８年度については分館開館による効果のため、大
きな伸びを示している。

民間活力の
活用性評価
（事業担当部
局が評価）

民間等での実施または市民等との協働が可能である。

民間等で実施または協働して取り組むべきである。

現在一部民間等で実施している。または市民等と協働して実施している。

１９年度より窓口等業務委託を開始し、より効率的な
サービスを展開している。

・受益者負担は適正か
・当該事業による利益が、特定の個人や団体に偏ってい
ないか。

図書館法の定めにより原則無料だが、デジタル情報の提供
や複写料金、事業参加料等の受益者負担が妥当と判断され
る部分は徴収している。大曲・西部の拠点化は進んだが、団
地・西の里地区の整備が今後の課題である。

評点区分

４　総合判定と今後の方向性（アクション）

[※参考]

前年度の
２次評価

　判　　　　定

拡大重点化

今後の方向性

今後の方向性（課題と解決方法等）

利用者の登録率、貸出冊数から、利用者のサービスへの満足度が現れており、高い評価が
できる。
今後もサービスの充実を図りながら、各地区での生涯学習活動をより一層活性化できるよう
事業を展開すること。

□現状継続
□見直し

4

・投入した予算や人員に見合った効果が得られているか
（費用対効果の度合）
・効率的な方法で実施しているか（同じ経費でもっと効率
的な方法はないか）

妥
当
性

4

4

有
効
性

効
率
性

・市民や社会の要求に合致しているか。
・上位施策を達成するために必要な事務事業か（目的妥
当性の度合）
・行政が関与しなければならない事務事業か(公共性・公
益性の度合）

３　評　価　（チェック）

公
平
性

整理番号 50-2

民間等での実施または市民等との協働の可能性はない。

　　　□有　　　　　■無法律で実施が義務付けられている事務事業か

3

選択理由、説明等
評
点

チェック項目

・成果指標値から見て、目標の達成度はどの程度か（達
成度合）
・目的を達成するための手段（実施方法）は有効か（手段
有効度合）

5



　輪厚地区（平成１８年２月開館、西部小分室）／資料配置：5,227冊(H16)→13,348冊(H18)　   増加率2.55倍
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　貸出冊数：9,607冊(H16)→21,970冊(H18)　   増加率2.29倍
　大曲地区（平成１８年４月開館、大曲分館）／　 資料配置：11,986冊(H17)→21,693冊(H18)　 増加率1.81倍
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 貸出冊数：40 ,640冊(H17)→108,233冊(H18)　増加率2.66倍

　居住地区が分散している当市においては、中心となる本館の整備とともに、各地区分室・各学校図書室におけ
る均一な基盤整備が課題であり、団地・西の里地区の整備充実が必要と考えている。

３　議会での質疑応答など

H18第４
回定例

会
(12/13)

１　担当課がとらえている課題、
　　事業の内容や成果等を表すデータなど

２　市民要望など
2002年　北広島市図書館来館者調査（平日500名・休日500名）
2003年　登録者調査（郵送1,500名・回答者803名）
2004年　北広島市市政モニター（登録者・非登録者）調査（郵送600名）

□中小都市における図書館登録者の利用行動分析：
 　　 北広島市図書館登録者調査を事例として（その１）河村芳行・谷口一弘・新谷良文
□中小都市における図書館登録者の読書量調査分析：
　　　北広島市図書館登録者調査を事例として（その２）谷口一弘・河村芳行・新谷良文
□中小都市における図書館登録者の満足度調査分析：
　　　北広島市図書館登録者調査を事例として（その３）新谷良文・河村芳行・谷口一弘

　　　　　　　北海道武蔵女子短期大学研究紀要第36号（北海道武蔵女子短期大学　2004.3）

※北広島市図書館に何を望むか（改善点１つを挙げる）
１位：本や雑誌の種類をもっと多く備える（23.9%）
２位：新しい本をもっと多く購入する（22.8%）
３位：もっと遅い時間まで開館する（11.5%）
４位：もっと早い時間から開館する（9.5%）→平成１９年度より、朝の開館時刻を30分早めた

※北広島市図書館における最優先事項（１つを挙げる）
１位：ベストセラー・新刊書などの貸出閲覧機能の充実（27.9%）
２位：開館日・開館時間の拡大（15.0%）→平成１９年度より、朝の開館時刻を30分早め、祝日開館を実施
３位：子どもの読書・学習活動への対応の充実（14.6%）

中野議員：図書館の一部民間委託について

①なぜか？／②民間委託の合理性／③委託後の指揮系統はどのようになっているのか。／④どこ
の図書館を調査して、問題点はなかったのか。／⑤日本図書館協会の指定管理者制度についての
見解をどう考えるか。

答弁：
①人材確保の安定化が急務。また、学校図書館支援など新たな図書館づくりに着手するため。
②東京１１区をはじめとして相当数の館が導入しており、地域実情を踏まえた上で効率化を判断。
③受託事業者の統括責任者が常駐し、市職員と綿密に協議を重ねて実施していく。
④道内では函館市、道外では袖ヶ浦市、品川区、港区を調査している。
⑤協会は全面的な指定管理者制度は好ましくないという立場であると理解している。

　平成19年度外部評価に係る事業説明資料　　　　 北広島市

整理番号 50-2 図書館読書サービス事業事務事業名 担当課 生涯学習部図書館



石狩

２００４年７月３日北海道新聞朝刊「気軽に使って！　手軽な電子辞書　市図書館３台貸し出し

平成１７年７月２９日「文字･活字文化振興法」公布
平成１４年８月２日「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」策定
平成１３年１２月１２日 「子どもの読書活動の推進に関する法律」公布

２００６年２月１４日北海道新聞朝刊「西部小新校舎市図書館分室開放始まる　ゆったり閲覧住民笑顔」
２００５年４月１４日北海道新聞朝刊「昨年度年間貸し出し初の減　市図書館「読書の質は向上」」
２００５年３月１０日北海道新聞朝刊「明るい車内で本を選んで　市図書館新移動図書館車を導入」
２００４年９月１５日北海道新聞朝刊「市図書館新刊情報をメール配信」

2００７年１月１７日北海道新聞朝刊「市図書館窓口業務を民間委託」

平成１３年７月１８日「公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準」改定

年間貸出冊数：662,353冊（人口一人当たり10.83冊）
資料費：22,500,000円（人口一人当たり367円）

年間貸出冊数：855,394冊（人口一人当たり6.94冊）
資料費：24,999,000円（人口一人当たり202円）

資料費：16,902,000円（人口一人当たり250円）

指定管理

本館：直営
分館：直営

年間貸出冊数：589,130冊（人口一人当たり6.51冊）
資料費：18,469,000円（人口一人当たり201円）

□実　 施

□未実施

本館：直営
分館：直営

年間貸出冊数：511,174冊（人口一人当たり7.60冊）

■実　 施

□未実施

■実　 施

□未実施

■実　 施

□未実施

４　他市との比較

江別

千歳

恵庭

■実　 施

□未実施

■実　 施

□未実施

６　新聞等での報道

５　事業に関する国・道の動き

札幌

本館：直営
分館：直営
地区センター図
書室：指定管理

年間貸出冊数：5,324,158冊（人口一人当たり2.87冊）
資料費：180,951,000円（人口一人当たり97円）

本館：直営
分館：直営



電話

（第 5 章）

（第 5 節）

（第　 1

①

②

③

①

②

　手　　　段
(ここから活動
指標を導きま
す）

　目　　　的
(ここから成果
指標を導きま
す）

対　　象
(誰､又は何を)

　　 意　　図
（何をねらっている
のか｡対象をどのよう
な状態にしたいの
か）

節
施策

18
年
度
ま
で

19
年
度

市が行った
（行う）事務事
業の具体的
な実施内容
（※団体補助
等の場合は
その補助金
による団体の
活動内容を
記載）

根拠法令等
Ｈ２７

１　計　画　（プラン）

水道法第１０条第１項

施  設 ： 竹山配水池（Ｈ８～Ｈ１１）、共栄調整槽（Ｈ１２～Ｈ１３）及び輪厚配水池（Ｈ１５～
　　　　Ｈ１８）を建設し、貯留容量の増強し、水の安定供給と効率的な運用を図る。

配水管 ： ５４，５１８ｍ（Ｈ８～Ｈ１８）の整備を行った。
　　　　〔直近５年（Ｈ１４～Ｈ１８）実績 ： ２５，７６３ｍ〕

平成19年6月

13,470

給水区域内の居住者や事業所等

市の各種まちづくり構想と整合を図りながら配水管の整備を進めるとともに、給水区域
内への上水道の安定供給と、井戸の枯渇等により飲料水の確保に支障をきたしている
地域へ上水道を供給し、公衆衛生の向上を図る。

作成日

上水道

内線８７７

課長職名事務区分

高い都市機能をもち、活力にあふれるまち

部長職名■自治事務　　□法定受託事務　 加戸　博史

　事務事業開始年度

　〃 終了予定年度

川上　雅行

整理番号 32-1 作成部署 水道部　水道施設課水道第５期拡張事業事務事業名

　平成19年度事務事業評価調書（継続用）　　　　 北広島市

水の安定供給

上位施策との関
連（総合計画での
位置付け）

施  設 ： 西の里配水池圧送ポンプの増設を行う。

配水管 ： ３，７２０ｍの整備を行う。

施策）

章

別紙１

Ｈ８

150,00020,000
直接事業費

36,95336,953 86,953

106,953

地方債 190,000

一般財源

国支出金

9,000 9,000

17年度（決算）

4.00 3.00

226,953 186,953 163,470

活動指標
（事務事業の
活動量や実

績）

95 100

配水池貯留容量

未普及解消人口

99.33

04
ｍ

３

人

00 1,000 0

22 32

3.00

9,000

27,000

133,953

3.00

9,000

190,470

【事務事業を評価する指標（ものさし）】

指　標　名
17年度

指　　　　　標　　　　　値

18年度単位 20年度（目標）19年度（目標）

　総　事　業　費 ①＋④ 262,953 213,953

区　　　　分

人 　件 　費
（概算）

道支出金

①合　計

②人　数（年間）

19年度（予算） 20年度（予定）18年度（決算）

（単位：千円）【事業費の推移】

２　実　施　（ドゥ）

③１人当り年間平均人件費

④＝②×③ 27,00036,000 27,000

150,000

その他特財

99.39

100

99.39％

成果指標
（目的の達成
度を測るもの

さし）

【指標の定義（算式等）】

現況貯留量／目標貯留量

【指標の定義（算式等）】

整備率（人口比率）

整備済地区人口／行政区域内人口

99.39

100

配水池貯留容量の増強：達成率

％

4



■

□

□

□

□拡大重点化
□現状継続
□見直し
□統合
□休・廃止
□終了

□終了

□拡大重点化

□統合

今後の方向性

行財政構造改革推進
本部の総合判定

　社会環境の変化、人口・水需要推計などから、需要
増加水量の減少が見込まれるため、平成１６年度に実
施した事業再評価を受け、平成１８年度に事業規模が
縮小となる、認可変更（軽微）の届出を行い、それに基
づき事業を継続する。

【１次評価】

□拡大重点化
■現状継続
□見直し

事務事業担当部局の
総合判定

　４　適切（十分）　　３　概ね適切（十分）　　２　改善の余地がある　　１　不適切（不十分）　　－　該当なし

今後の方向性

【外部評価】

【２次評価】

外部評価委
員会の総合

判定

□休・廃止
□終了

□統合
□休・廃止

　飲料水の確保は、国及び地方公共団体の責務とさ
れ、上位施策と整合を図りながら整備を行っている。
　水道においても種々の規制緩和が進められている
が、現段階では企業等による水道事業の実施の可能
性はない。

　第５期拡張事業での配水池などの貯留施設は、平成
18年度で100％の目標達成となり、配水管の整備によ
る整備率は99.39％である。
また、貯留施設や配水管の整備により、公衆衛生の向
上と生活環境の改善が出来ることから有効である。

民間活力の
活用性評価
（事業担当部
局が評価）

民間等での実施または市民等との協働が可能である。

民間等で実施または協働して取り組むべきである。

現在一部民間等で実施している。または市民等と協働して実施している。

　石狩東部広域水道企業団からの全面受水であること
から、配水池などの貯留施設の増強や配水管の整備
が、上水道の安定供給水と効率的な運用を図れる。

・受益者負担は適正か
・当該事業による利益が、特定の個人や団体に偏ってい
ないか。

　拡張事業に要する費用の一部を、新規需用者と既存
需用者との負担の公平を図るため、加入金として徴収
を行っている。

評点区分

４　総合判定と今後の方向性（アクション）

[※参考]

前年度の
２次評価

　判　　　　定

現状継続

今後の方向性

今後の方向性（課題と解決方法等）

　平成１６年度に事業再評価を行い、１７年度から第５期拡張計画の規模を縮小して実施して
いる。今後シューパロダム系の受水に際して現行水道料金体制の維持に向け更なる経営努
力を重ねる。

□現状継続
□見直し

4

・投入した予算や人員に見合った効果が得られているか
（費用対効果の度合）
・効率的な方法で実施しているか（同じ経費でもっと効率
的な方法はないか）

妥
当
性

3

4

有
効
性

効
率
性

・市民や社会の要求に合致しているか。
・上位施策を達成するために必要な事務事業か（目的妥
当性の度合）
・行政が関与しなければならない事務事業か(公共性・公
益性の度合）

３　評　価　（チェック）

公
平
性

整理番号 32-1

民間等での実施または市民等との協働の可能性はない。

　　　■有　　　　　□無法律で実施が義務付けられている事務事業か

4

選択理由、説明等
評
点

チェック項目

・成果指標値から見て、目標の達成度はどの程度か（達
成度合）
・目的を達成するための手段（実施方法）は有効か（手段
有効度合）

5



を始め計3回の審議を開催し、平成16年8月31日に「事業の再評価に伴う意見について」の答申を受け、結果

を平成16年10月22日付けで、厚生労働省に報告している。）

第５期拡張事業（当初） 第５期拡張事業（変更）

86,940人 69,530人（H37）

40,000m
3
/日

給 水 人 口

１ 日 最 大 給 水 量 26,800m
3
/日

7,500,000千円 5,300,000千円

平成27年度 平成42年度

　（北広島市水道事業再評価審議委員会：学識経験者等の第三者の８名による委員会で、平成16年7月27日

事 業 費

　　　　　 平成18年度末　未普及人口：373人　平成18年度末行政区域内人口：60,958人　普及率：99.4％

今後の未普及地域の解消は、過大な先行投資にならないよう計画の具現性を見極め実施する必要がある。

　これを受けて、平成18年度に需要水量及び事業計画を下方修正した内容で、軽微な認可変更を厚生労働省

２　市民要望など

に届出を行っている。

要望対する対応

　平成１６年度の２件の要望に対し、１件については平成１７年度に配水管布設工事を実施し、他１件につ

いては未実施である。（三島地区のため単年度での実施は不可）

　変更内容

目 標 年 次

１　担当課がとらえている課題、
　　事業の内容や成果等を表すデータなど

３　議会での質疑応答など

　窓口等での直接の要望では、井戸枯れ、井戸の水質悪化などからの、配水管布設要望は平成16年度に

２件、平成18年度に２件の要望がありました。（参考：平成19年度に集会所での要望１件あり。）

　ここ2～3年での本会議や委員会での質疑、意見書、決議などはありません。

　第５期拡張事業は、平成16年7月12日付健発第01712003号「水道施設整備事業の評価の実施について」

（厚生労働省健康局長通知）により、平成16年度に再評価を実施し、事業の見直しを行った上で、継続すべき

との答申を受けいる。

　第５期拡張事業による未普及地域（配水管未整備地域）の解消

事業開始の平成8年度　未普及人口：844人　平成８年度末行政区域内人口：54,322人　普及率：98.4％

　ここ2～3年での「市民の声」や「市政懇談会」などでの要望等はありません。

整理番号 32-1 事務事業名 担当課水道第５期拡張事業 水道施設課

　平成19年度外部評価に係る事業説明資料　　　　 北広島市

　平成１８年度の２件の要望については、平成１９年度に実施する予定です。



６　新聞等での報道

　ここ2～3年での新聞等での報道はありません。

千歳

の策定を促進している。

（「北広島市水道未普及地域解消計画」は平成16年1月に作成）

恵庭

■実　 施

□未実施

第6期拡張事業
事業期間：平成17年度～平成27年度
事 業 費：　　　　8,965,320千円
計画給水人口：　　　　　93,900人

平成25年度に目標普及率を99％として、道内市町村に対し平成15年度末までの「水道未普及地域解消計画」

事業期間：平成6年度～平成18年度

（昭和63年度以降は、施設整備事業を実施中）
第４期拡張事業

□実　 施

□未実施

□実　 施

■未実施

■実　 施

□未実施

■実　 施

□未実施

石狩

■実　 施

□未実施

札幌

参考　第７期拡張事業

計画給水人口：　　　　2,153,000人
事業期間：昭和59年度～昭和62年度

計画１日最大給水量：　958,000m
3
/日

事 業 費：　　　　          千円
計画給水人口：　　　　　80,500人　　　　　（条例より）

４　他市との比較

江別 事 業 費：　　　　20,073,194千円
計画給水人口：　　　　138,400人

計画１日最大給水量：　56,000m
3
/日

事業期間：平成10年度～平成18年度　（再評価：平成10年度～平成24年度）
事 業 費：　　　　13,031,330千円　　　　（再評価：11,785,730千円）

計画１日最大給水量：　54,400m
3
/日

直近では、「北海道水道未普及地域解消基本方針（平成15年6月）により、平成13年度末96.6％を、目標年次

５　事業に関する国・道の動き

　国は全国の水道普及率の目標を９９％とし、「水道未普及地域解消促進について」（平成5年10月15日付け

衛水第194号）により、水道未普及地域解消計画を策定するよう指導している。

　これを受け、北海道では平成7年度に「水道未普及地域解消計画策定に向けての基本方針」を策定しており

第　期拡張事業　　　　　　（資料提供の依頼をしたが未回答）
事業期間：平成  年度～平成  年度

計画給水人口：　　　　　69,300人　　　　（再評価：63,600人）

計画１日最大給水量：　26,800m
3
/日　　（再評価：25,100m

3
/日）

計画１日最大給水量：　34,200m
3
/日　　　（条例より）

第７期拡張事業　（再評価：平成16年度）



電話

（第 1 章）

（第 5 節）

（第　 2

①

②

③

①

②

1,451

9,100

利用延べ人数

人

円

成果指標
（目的の達成
度を測るもの

さし）

【指標の定義（算式等）】

代替指標

【指標の定義（算式等）】

利用者一人当たりのコスト

総事業費÷利用述べ人数

1,408

9,200

1,407

③１人当り年間平均人件費

④＝②×③ 450450 450

その他特財 11,129

19年度（予算） 20年度（予定）18年度（決算）

（単位：千円）【事業費の推移】

２　実　施　（ドゥ）

　総　事　業　費 ①＋④ 13,041 11,579

区　　　　分

人 　件 　費
（概算）

道支出金

①合　計

②人　数（年間）

【事務事業を評価する指標（ものさし）】

指　標　名
17年度

指　　　　　標　　　　　値

18年度単位 20年度（目標）19年度（目標）

300

1,445 1,564

0.05

9,000

450

12,804

0.05

9,000

12,950

年間運行日数

竹山温泉行き臨時運行分利用者数

1,448

1,5001,500

日

人

300306 272

12,500

活動指標
（事務事業の
活動量や実

績）

9,009 7,978

9,000 9,000

17年度（決算）

0.05 0.05

12,591 11,129

直接事業費

12,354

地方債

一般財源

12,591

国支出金

12,500

　平成19年度事務事業評価調書（継続用）　　　　 北広島市

自立と社会参加の促進

上位施策との関
連（総合計画での
位置付け）

同　上

施策）

章

別紙１

平成4年

整理番号 19-1 作成部署 保健福祉部　福祉課
(生きがい福祉事業)
福祉バス運行事業

事務事業名 内線800

課長職名事務区分

安全で安心できるまち

部長職名■自治事務　　□法定受託事務　 三上　正美

　事務事業開始年度

　〃 終了予定年度

中西　敏夫

　高齢者の団体やグループ、障がい者団体、ボランティア団体を対象にバスを貸し出して
いる。需要期(5月～10月)には、借上げバスを複数台用意し、ニーズに応えてる。また、
冬期間(11月～4月)には、ふれあい温泉事業(市民課)に協力し、竹山高原温泉行きの臨
時運行(市内5地区から月1～2回)を行っている。なお、平成17年8月から受益者負担とし
て利用料金を運行１日につき６千円、運転手が宿泊を必要とする時は、別途1泊につき８
千円（宿泊代）。

平成19年6月

高齢者、障害者及び福祉関係等の団体

福祉バスを運行することにより、高齢者の生きがいづくり、障がい者の社会参加や福祉
団体の育成を促進し、福祉の向上を図る。

12,354

作成日

高齢者福祉

根拠法令等

１　計　画　（プラン）

北広島市福祉バス運行要綱

　手　　　段
(ここから活動
指標を導きま
す）

　目　　　的
(ここから成果
指標を導きま
す）

対　　象
(誰､又は何を)

　　 意　　図
（何をねらっている
のか｡対象をどのよう
な状態にしたいの
か）

節
施策

18
年
度
ま
で

19
年
度

市が行った
（行う）事務事
業の具体的
な実施内容
（※団体補助
等の場合は
その補助金
による団体の
活動内容を
記載）



□

□

□

■

□拡大重点化
□現状継続
□見直し
□統合
□休・廃止
□終了

市が事業を行うことにより、高齢者の生きがいづくり、
障がい者の社会参加や福祉団体の育成ができ利用者
のニーズに応えることができる。

高齢者社会の現状を考慮すると高齢者の生きがい・社
会参加は不可欠である。需要時期（夏期）には借上回
数を増すことにしている。

・利用団体の把握や利用形態を知ることで福祉行政に
直結した事業のあり方を検討できるメリットもある。
・市所有バスを優先的に使用してもらい稼働率を高め
るようにしている。

平成17年8月から一部受益負担の導入を行った。

民間等での実施または市民等との協働の可能性はない。

　　　□有　　　　　■無法律で実施が義務付けられている事務事業か

3

選択理由、説明等
評
点

チェック項目

・成果指標値から見て、目標の達成度はどの程度か（達
成度合）
・目的を達成するための手段（実施方法）は有効か（手段
有効度合）

３　評　価　（チェック）

公
平
性

整理番号 19-1

3

・投入した予算や人員に見合った効果が得られているか
（費用対効果の度合）
・効率的な方法で実施しているか（同じ経費でもっと効率
的な方法はないか）

妥
当
性

3

4

有
効
性

効
率
性

・市民や社会の要求に合致しているか。
・上位施策を達成するために必要な事務事業か（目的妥
当性の度合）
・行政が関与しなければならない事務事業か(公共性・公
益性の度合）

前年度の
２次評価

　判　　　　定

現状継続

今後の方向性

・受益者負担は適正か
・当該事業による利益が、特定の個人や団体に偏ってい
ないか。

評点区分

４　総合判定と今後の方向性（アクション）

[※参考]

□現状継続
□見直し

民間活力の
活用性評価
（事業担当部
局が評価）

民間等での実施または市民等との協働が可能である。

民間等で実施または協働して取り組むべきである。

現在一部民間等で実施している。または市民等と協働して実施している。

□休・廃止
□終了

□統合
□休・廃止

今後の方向性（課題と解決方法等）

　４　適切（十分）　　３　概ね適切（十分）　　２　改善の余地がある　　１　不適切（不十分）　　－　該当なし

今後の方向性

【外部評価】

外部評価委
員会の総合

判定

【１次評価】

□拡大重点化
■現状継続
□見直し

事務事業担当部局の
総合判定

　高齢者団体のニーズが依然として高いので、今後も
利用促進を図っていく｡

　１次評価（17年8月から、受益者負担を求めることとなり、利用人数が若干減少したが、依然
ニーズは高い。今後は、市民活動団体などの利用促進を図って行く）のとおり。

□終了

□拡大重点化

□統合

今後の方向性

行財政構造改革推進
本部の総合判定

【２次評価】



1.利用できる団体～概ね60歳以上で構成する団体、障がい者が組織する団体、北広島市社会福祉協議会等
2.利用時間～8：00～17：00
3.利用料金～1日　6,000円、運転手の宿泊が必要な場合は1泊につき8,000円

駐車場料金、高速道路料金は利用する団体が負担

5.利用距離～1日の利用の時は往復　300km以内、宿泊を伴う場合は片道250km以内
6.バス台数～　市所有　1台、借上　2台（5月～10月）
7.運転業務～　民間委託（市の所有バス）

平成17年度予算審査特別委員会
質問～バス運転手の宿泊代について

平成17年度決算審査特別委員会

4.利用回数～年8日まで利用できる団体は60歳以上で構成する団体、北広島市社会福祉協議会
年4日まで利用できる団体は障がい者が組織する団体、ボランティア団体など

回答～運転手が宿泊をした場合については、普通の経費を合わせまして、2日間の12,000円と8,000円で2万円
の負担のを頂くことにしております。

質問～昨年の8月から受益者負担として利用料金がかかるようになりましたけれども、福祉バスの利用状況に
変化はありましたか。

回答～利用回数から見たら影響があったとは、とらえてはおりません。

２　市民要望など

１　担当課がとらえている課題、
　　事業の内容や成果等を表すデータなど

特になし

３　議会での質疑応答など

　平成19年度外部評価に係る事業説明資料　　　　 北広島市

整理番号 19-1 事務事業名 担当課（生きがい福祉事業）福祉バス運行事業 保健福祉部　福祉課



利用できる団体～高齢者団体（老人クラブ）　
利用時間～8：30～17：30（季節より利用時間変更がある）　
バス台数～年間1,785台利用可能（民間所有）、運転業務～民間委託

利用回数制限～一団体バス2台まで（日帰りの場合2回、宿泊の場合1回）　
利用距離～日帰り片路100kmまで、宿泊片道270kmまで
利用できる団体～福祉団体（高齢者団体など）
利用時間～日帰りができる時間帯　　バス台数～2台（市所有）、運転業務～民間委託
利用料金～無料、日帰りのみ利用（宿泊伴う利用はできない）　　
利用回数制限～なし、　
利用距離～なし　　　巡回バスで利用　（水曜日、金曜日）1台
利用できる団体～高齢者団体、社会福祉協議会に登録している団体等
利用時間～9：00～16：30　　　　バス台数～2台（市所有）、運転業務～民間委託

利用回数制限～協議会に登録団体「なし」、町内会の福祉等研修する場合は1団体1回　
利用距離～往復200km、　宿泊片道200km
利用できる団体～高齢者団体、障がい者団体、母子福祉団体等
利用時間～8：45～17：15　　　　バス台数～1台（市所有）、運転業務～民間委託
利用料金～無料、日帰りのみ利用（宿泊伴う利用はできない）　　
利用回数制限～市内～なし、市外～1団体1回（年間）　
利用距離～300km以内
利用できる団体～高齢者団体、障がい者団体等
利用時間～8：45～17：15　　　　バス台数～3台（市所有）、運転業務～民間委託
利用料金～無料、日帰り、宿泊（1泊2日）駐車場料金、高速道路料金は利用者負担　　
利用回数制限～市内1回、市外～1回　計2回まで
利用距離～往復300km、　宿泊～片道250km　　巡回バスで利用（月曜日～水曜日）1台

札幌

■実　 施

□未実施

■実　 施

□未実施

■実　 施

□未実施

■実　 施

□未実施

利用料金～無料（駐車場料金、高速道路料金は利用団体負担）　　日帰り、宿泊（一泊2日）　　

特になし

利用料金～無料、　日帰り、宿泊（1泊2日）　駐車場料金、高速道路料金は利用者負担

石狩

４　他市との比較

江別

千歳

恵庭
■実　 施

□未実施

６　新聞等での報道

５　事業に関する国・道の動き

特になし

□実　 施

□未実施


	公民館（附属資料１）.pdf
	公民館（附属資料2）.pdf
	公民館.pdf
	資料（公民館）.pdf
	資料（図書館）.pdf
	資料（水道）.pdf
	資料（青少年）.pdf
	資料（福祉バス）.pdf
	資料２　ヒアリング一覧④.pdf
	ヒアリング④

	図書館.pdf
	水道.pdf
	青少年.pdf
	福祉バス.pdf



